
レセ電通信医 2020013 号 

令 和 2 年 6 月 1 0 日 

 

レセプト電算処理医科システム関係メーカー等 各位 

 

支払基金システム部  

国保中央会医療保険部  

 

 

オンライン又は光ディスク等による請求に係る標準仕様（医科用）の厚生労働省 

ホームページ（診療報酬情報提供サービス）の更新等について 

 

令和 2年 5月 29 日付け保医発 0529 第 1号「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留

意事項について』等の一部改正について」等により、厚生労働省ホームページ（診療報酬情報提

供サービス）に掲載されている「オンライン又は光ディスク等による請求に係る標準仕様（医科

用）」が、下記のとおり更新されましたのでお知らせします。 

 

記 

 
○ 更新内容 

別添「コメントレコード等での算定日の記録が不要な診療行為一覧」に次の項目が追加

された。 

 

【追加項目】 

 

項番 診療行為 
コード 基本名称 備考 

1 150422850 自家培養角膜上皮移植術 令和 2 年 6 月 1 日 

2 150422950 角膜輪部組織採取 令和 2 年 6 月 1 日 

3 150423050 人工血管内シャントの静脈側吻合部狭窄病変に対する末梢血

管用ステントグラフト留置術 令和 2 年 6 月 1 日 

4 140060210 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合１）（４

時間未満）（イを除く。） 
 

5 140060310 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合１）（４

時間以上５時間未満）（ロを除く。） 
 

6 140060410 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合１）（５

時間以上）（ハを除く。） 
 

7 140060510 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合２）（４

時間未満）（イを除く。） 
 

8 140060610 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合２）（４

時間以上５時間未満）（ロを除く。） 
 



項番 診療行為 
コード 基本名称 備考 

9 140060710 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合２）（５

時間以上）（ハを除く。） 
 

10 140060810 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合３）（４

時間未満）（イを除く。） 
 

11 140060910 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合３）（４

時間以上５時間未満）（ロを除く。） 
 

12 140061010 人工腎臓（１日につき）（慢性維持透析を行った場合３）（５

時間以上）（ハを除く。） 
 

 注 「備考」欄の日付は適用年月日である。 

   なお、空欄の診療行為は令和 2年 4月 1日適用である。 

 


